
 

 

 

 

第４ 母子保健事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



34 

 

１ 妊娠の届出と母子健康手帳の交付 

（１）妊娠の届出と母子健康手帳の交付 

ア 目的 

（ア）妊娠の届出により、妊産婦や乳幼児を的確に把握し、必要な保健指導や

健康診査を行う。 

（イ）母子健康手帳は、母子保健の正しい知識の普及及び妊娠、出産、育児に

関する母子の健康状態の一貫した記録保持を目的として交付している。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

ウ 対象 

     妊婦 

エ 対応者 

     地域保健課職員（保健師）、こども支援課職員、助産師、専任保健師、支

所職員 

オ 内容 

     妊娠の届出をした者に対してアンケートを実施し、必要な情報提供を行

い、母子健康手帳を交付。 

カ 実績 

（ア）妊娠届出時の妊娠週数                    単位：件 

区分 

年度 
妊娠届出数 

届出時の妊娠週数 

11週以内 12～19週 20～27週 28週以上 分娩後 不詳 

Ｒ１ ８４９ ７７８ ５４ ３ ８ １ ５ 

Ｈ３０ ８４５ ７９２ ４２ ６ ２ １ ２ 

対比 ４ －１４ １２ －３ ６ ０ ３ 

（イ）妊娠届の届出場所                   単位：件 

区分 

 

年度 

本庁舎 支所 
健康福祉 

センター こども 

支援課 
東金子 金子 宮寺 藤沢 西武 

Ｒ１ ４７８ ７ １ ２ １５ ８ ３３８ 

Ｈ３０ ４８２ ４ １３ １ １３ ２０ ３１２ 

対比 －４ ３ －１２ １ ２ －１２ ２６ 
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（ウ）母子健康手帳交付状況               単位：件 

 区分 

年度 

母子健康手帳の交付件数 

妊娠届出数 再交付数 追加 合計 

Ｒ１ ８４９ ２０ １１ ８８０ 

Ｈ３０ ８４５ １５ １８ ８７８ 

対比 ４ ５ －７ ２ 

キ 事業の経過 

     平成４年度、交付主体が県から市町村に事務移譲（母子保健法の一部改正） 

     平成２９年度、本庁舎の交付担当課が市民課からこども支援課（いるテ

ィーきっずとよおか）へ変更 

     令和元年度、いるティーキッズふじさわの窓口業務に専任の助産師・保

健師を配置（月曜日、水曜日（午後）、金曜日（午後）、土

曜日のみ） 

ク まとめ   

     平成２９年度の子育て世代包括支援センターの開設に伴い、近隣の産婦

人科医療機関へ子育て世代包括支援センターへの妊娠届出の勧奨を行った

ことにより、支所への妊娠届出の割合が減少している。 

 

２ 早期不妊検査及び不育症検査・早期不妊治療費助成事業 

（１）早期不妊検査及び不育症検査費助成金 

ア 目的 

    子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用を助成し、

その経済的負担の軽減を図る。 

イ 根拠・関連法令 

     埼玉県早期不妊検査費（こうのとり健診推進事業）不育症検査費助成事

業実施要綱 

     入間市早期不妊検査及び不育症検査費助成事業実施要綱 

ウ 対象 

市民であって、妻の年齢が４３歳未満の子どもを望む法律上の婚姻を

している夫婦 

エ 対応者 

     指定医療機関、埼玉県不妊検査及び不育症検査助成対象医療機関 

オ 内容 

     指定医療機関等において、夫婦がともに受けた検査に対し、上限２万円

の範囲内で助成 
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カ 実績                      単位：人 

     区分 

年度        
早期不妊検査費助成件数 不育症検査費助成件数 

Ｒ１ ３３ ８ 

Ｈ３０ ３３ ２ 

対比 ０ ６ 

キ 事業の経過 

     平成２９年度、早期不妊検査費事業の開始 

     平成３０年度、不育症検査事業の開始 

ク まとめ 

     子どもを望む夫婦に対し、不妊検査及び不育症検査に伴う経済的な負担

の軽減を図り、不妊症に悩む夫婦が検査を実施できる環境整備に努めた。 

     平成３０年度から不育症検査費助成事業を開始した。 

 

（２）早期不妊治療費助成金 

ア 目的 

    子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用を助成し、その経済的負担

の軽減を図る。 

イ 根拠・関連法令 

     埼玉県早期不妊治療費助成事業実施要綱 

     入間市早期不妊治療費助成事業実施要綱 

ウ 対象 

     市民であって、妻の年齢が３５歳未満の子どもを望む、法律上の婚姻を

している夫婦 

エ 対応者 

     指定医療機関 

オ 内容 

埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となった治療に対し、上限

１０万円の範囲で助成 

カ 実績                  単位：人 

      区分 

年度 
不妊治療費助成件数 

Ｒ１ １６ 

Ｈ３０ １４ 

対比 ２ 
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キ 事業の経過 

     平成２９年度、事業の開始 

ク まとめ 

     子どもを望む夫婦に対し、不妊治療に伴う経済的な負担の軽減を図り、

不妊症に悩む夫婦が治療を実施し妊娠を望める環境整備に努めた。 

 

３ 健康診査事業 

（１）妊婦健康診査 

ア 目的 

    妊娠中の母体の健康の保持増進、疾病の早期発見。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

子ども・子育て支援法 

埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領 

入間市妊婦健康診査実施要綱 

ウ 対象 

     妊婦 

エ 対応者 

     契約医療機関等（（一社）埼玉県医師会・（一社）埼玉県助産師会・１都

６県内の契約医療機関等）へ委託し対応 

オ 内容 

（ア）妊婦健康診査（１４回） 

問診及び診察、検査計測（血圧・体重測定・尿化学検査等）、保健指導、

超音波検査（３、６、１０、１２回目に実施） 

（イ）ＨＩＶ抗体検査 

（ウ）子宮頸がん検診（細胞診） 

（エ）ＨＴＬⅤ－１抗体検査 

（オ）性器クラミジア検査 

  ※健診内容の実施時期・回数については、実施要領による。 
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カ 実績 

受診状況                    単位：人 

区分                 
年度 

対比 
Ｒ１ Ｈ３０ 

妊
婦
健
康
診
査 

１回目 ８２０ ８１６ ４ 

２回目 ８００ ８４２ －４２ 

３回目 ７７２ ８２４ －５２ 

４回目 ８２３ ８４１ －１８ 

５回目 ８１０ ８３０ －２０ 

６回目 ７９９ ８３４ －３５ 

７回目 ７８７ ８４８ －６１ 

８回目 ７６８ ８３５ －６７ 

９回目 ７４６ ７６８ －２２ 

１０回目 ７７８ ７８３ －５ 

１１回目 ６４７ ７１７ －７０ 

１２回目 ７２９ ７４１ －１２ 

１３回目 ５７７ ５５１ ２６ 

１４回目 ３６８ ３３２ ３６ 

HIV抗体検査 ８２１ ８１８ ３ 

子宮頸がん検診 ８００ ７９１ ９ 

HTLV-1抗体検査 ８２０ ８０３ １７ 

性器クラミジア検査 ８２４ ８０９ １５ 

キ 事業の経過 

     平成９年度、実施主体が県から市町村に事務委譲 

     平成２０年度、妊婦健康診査の回数を２回から５回に拡充 

     平成２１年度、妊婦健康診査の回数を５回から１４回に拡充、 

併せて償還払い制度を実施 

     平成２３年度、ＨＴＬＶ－１抗体検査、性器クラミジア検査を追加 

     平成２４年度、関東圏内１都６県以外医療機関との埼玉県による一括契

約締結が廃止されたことにより、償還払い制度で対応 

       平成２６年度、風疹ウイルス抗体検査を追加 

     令和元年度、ノンストレステストをはじめとする妊婦健康診査として必

要な検査を追加 

ク まとめ 

     妊婦健康診査及び各種検査を実施し、妊娠出産に伴う経済的な負担の軽

減を図り、妊婦の健康保持と安心して出産できる環境整備に努めている。 

 

（２）３～４か月児健康診査 

ア 目的 

    乳幼児の健全な育成のため、病気の早期発見・早期対応、発育発達の確

認、保護者への育児支援と健康推進に対する援助及び保護者の育児不安の
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軽減や精神の安定を図る。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

ウ 対象 

     ３～４か月児 

エ 対応者 

     小児科医師、整形外科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、管

理栄養士、心理相談員、事務職員 

オ 内容 

     年１６回 １回につき約５０人を対象に実施 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1回中止) 

問診、身体計測、整形外科診察、内科診察、集団指導（保健指導、歯科

指導、離乳食）、個別相談 

カ 実績                  

（ア）受診状況          単位：人  

区分 

年度 
対象者 受診者 受診率（％） 

Ｒ１ ８０５ ７８６ ９７．６４ 

Ｈ３０ ９１８ ８８９ ９６．８４ 

対比 －１１３ －１０３ ０．８０ 

（イ）健康診査実施状況                      単位：人 

区分 

 

年度 

健康診査結果 

精密健康診
査受診児数 

事後指
導児数 異常なし 

要経過観
察児数 

要精密健康

診査児数 

要治療児数 

 
健康診査前か
らの治療継続

児の数 

Ｒ１ ５８２ ６３ ３５ １０６ ６５ ３３ ３７ 

Ｈ３０ ７１４ ４３ ２８ １０４ ６５ ２６ ３９ 

対比 －１３２ ２０ ７ ２ ０ ７ －２ 

キ 事業の経過 

     平成１５年度、心理相談員を配置 

平成１７年度、図書館職員の協力を得て絵本の読み聞かせ事業開始 

平成２５年度、図書館職員の絵本の読み聞かせ事業をＢＣＧ実施日へ 

変更 

平成２６年度、名称「３か月児健康診査」を「３～４か月児健康診査」

に変更 

実施回数を「１８回」から「１７回」に変更 
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ク まとめ 

     医師等による子どもの発育・発達の状況把握のほか、助産師、心理相談

員等を配置することで保護者の育児不安の軽減が図られている。併せて、

食育教室の申込受付をすることで、同事業の周知及び参加促進が図られて

いる。 

 

（３）１歳６か月児健康診査 

ア 目的 

    運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等の障害を持った児童を早

期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を防ぐとともに、生活習

慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、幼児

の健康の保持及び増進を図る。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

乳幼児健康診査実施要綱 

ウ 対象 

     １歳６か月児～１歳７か月児 

エ 対応者 

     内科医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、管理栄養

士、心理相談員、事務職員 

オ 内容 

     年１６回 １回につき約５９人を対象に実施 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1回中止) 

問診、身体計測、歯科診察、内科診察、集団歯科指導、個別相談 

カ 実績 

（ア）受診状況                      単位：人 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

区分 

年度 
対象者 受診者 受診率（％） 

Ｒ１ ９４９ ９１８ ９６．７３ 

Ｈ３０ ９７８ ９５３ ９７．４４ 

対比 －２９ －３５ －０．７１ 
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（イ）健康診査実施状況                      単位：人 

区分 

 

 

年度 

健康診査結果 注意すべき児のうち次に該当する児 

精密 

健康診査

受診児数 

事後 

指導 異常なし 

注意すべき児 

要経過 

観察 

要精密 

健康 

診査 

（紹介状  

を含む） 

要治療 

身体面 精神面 
身体・精神 

両面 
 

健康診

査前か

らの治

療継続

児の数 

Ｒ１ ６８３ ８８ １１７ ３０ １６２ ２ ７１ ４２ １ ５９ 

Ｈ３０ ７１４ １１２ １１０ １７ １６５ ５ ６９ ３７ ２ ７０ 

対比 －３１ －２４    ７ １３ －３ －３ ２ ５ －１ －１１ 

（ウ）歯科健康診査実施状況                    単位：人 

区分 

 

年度 

むし歯の総数（本） 歯の状況 

 
未処置

歯 

処置歯 

むし歯のない児 むし歯のある児 

O１型 O2型 不 詳 A 型 Ｂ型 Ｃ型 不詳 

Ｒ１ ２０ ２０ ０ ８０５ １０６ ０ ７ ０ ０ ０ 

Ｈ３０ ３０ ２３ ７ ８１４ １２８ ０ ６ ０ ２ ０ 

対比 －１０ －３ －７ －８ －２２ ０ １ ０ －２ ０ 

※O１型：むし歯がない O2型：むし歯はないがハイリスク A 型：上の前歯か、奥歯にむし歯あり 

B 型：上の前歯と、奥歯にむし歯あり C 型：下の前歯とその他の歯にむし歯あり 

キ 事業の経過 

     平成１５年度、心理相談員を２人に増員 

     平成２０年度、歯科の集団指導を開始 

     平成２１年度、問診時に検査用具を用いて発達の確認を実施 

     平成２８年度、実施回数を「１８回」から「１７回」に変更 

ク まとめ 

     １歳６か月児健診において、精神発達の経過観察とともにむし歯予防の

ために２歳児歯科健診の受診勧奨及び、麻しん風しん第１期の未接種者へ

はチラシを渡し接種勧奨等を実施している。 

 

（４）３歳児健康診査 

ア 目的 

 視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発

見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、む

し歯の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、幼

児の健康の保持及び増進を図る。 

 

イ 根拠・関連法令 
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     母子保健法 

乳幼児健康診査実施要綱 

ウ 対象 

     ３歳３か月～３歳４か月児 

エ 対応者 

     内科医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、栄養士、

心理相談員、事務職員 

オ 内容 

     年１６回 １回につき約６５人を対象に実施。 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1回中止) 

問診、身体計測、歯科診察、内科診察、尿検査、集団指導（歯科、栄養）、

個別相談 

カ 実績 

（ア）受診状況            単位：人 

区 分 

年度 
対象者 受診者 

受診率

（％） 

Ｒ１ ９９７ ９７０ ９７．２９ 

Ｈ３０ １，１０８ １，０７３ ９６．８４ 

対比 －１１１ －１０３ －０．４５ 

（イ）健康診査実施状況                     単位：人 

区分 

 

 

年度 

健康診査結果 注意すべき児のうち次に該当する児 

精密健康

診査受診

児数 

事後 

指導 
異常 

なし 

注意すべき児 

要経過 

観察 

要精密 

健康診査 

（紹介状を 

含む） 

要治療児数 

身体面 精神面 
身体･精神

両面 
 

健康診査前

からの治療

継続児の数 

Ｒ１ ４５９ ４４９ ２０ ４２ ３９３ １４ １０４ ４３ １０ ８０ 

Ｈ３０ ５５１ ４８０ １９ ２３ ３６５ ２５ １３２ ５８ １７ ５８ 

対比 －９２ －３１ １ １９ ２８ ―１１ －２８ －１５ －７ ２２ 

（ウ）歯科健康診査実施状況                   単位：人 

区分 

 

年度 

むし歯の総数（本） 歯の状況 

 未処置歯 処置歯 O 型 

むし歯のある児 

A 型 Ｂ型 Ｃ１型 Ｃ２型 不詳 

Ｒ１ ２６８ ２１２ ５６ ８７７ ７６ １２ １ ４ ０ 

Ｈ３０ ３１１ ２２３ ８８ ９５９ ８９ ２２ ０ ０ ０ 

対比 －４３ －１１ －３２ －８２ －１３ －１０ １ ４ ０ 
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キ 事業の経過 

     平成１５年度、心理相談員を２人に増員 

     平成２０年度、歯科の集団指導を開始 

     平成３０年度、実施回数を「１８回」から「１７回」に変更 

ク まとめ 

     一定の受診率を保つことができている。引き続き子どもの発育発達の確

認や保護者の育児不安の軽減に努めていく。 

 

（５）乳幼児精密健康診査 

ア 目的 

   ３～４か月児、１歳６か月児及び３歳児健康診査において、精密な診断

を要すると認められた乳幼児について、精密健康診査を行い、乳幼児の健

全な育成を図る。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

乳幼児健康診査実施要綱 

入間市乳幼児精密健康診査実施要領 

ウ 対象 

     健康診査の結果、身体及び精神発達に関して疾病等の疑いにより、より

精密に健康診査を行う必要があると認められた乳幼児 

エ 対応者 

     契約医療機関 

オ 内容 

契約医療機関において受診（精密健康診査受診票の交付日から１か月以

内） 

カ 実績 

     精密健康診査受診票の発行数と受診状況         単位：人 

区分 

年度 

３～４か月 １歳６か月 ３歳 

発行数 受診数 発行数 受診数 発行数 受診数 

Ｒ１ ２８ ２６ １ １ ９ ５ 

Ｈ３０ ２４ ２４ １ ０ ９ ７ 

対比 ４ ２ ０ １ ０ －２ 

  キ 事業の経過 

     平成９年 ４月１日、入間市幼児精密健康診査実施要領施行 

平成２４年９月１日、入間市乳幼児精密健康診査実施要領施行 
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ク まとめ 

     精密健康診査の受診状況の把握に努め、支援が必要な児に対しては継続

して支援を行っていく。 

 

（６）乳幼児健康診査未受診者家庭訪問指導 

ア 目的 

     乳幼児健康診査未受診者のいる家庭等の状況を把握し、児童虐待の未然

防止と乳幼児健康診査受診率の向上を図る。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

児童虐待防止法 

平成２４年１１月３０日付通知「養育支援を特に必要とする家庭の把握

及び支援について」 

ウ 対象 

     乳幼児健康診査未受診者で、受診勧奨をしても連絡がなく状況が把握で

きない家庭 

エ 対応者 

保健師、主任児童委員、家庭児童相談員 

オ 内容 

・保健師、主任児童委員、家庭児童相談員が家庭訪問等を実施 

・定期的に乳幼児健康診査未受診者家庭訪問報告会（年５回）を実施 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1回中止) 

カ 実績 

未受診者家庭訪問実施件数              単位：人 

     区分 

年度 

３～４か月児 

健康診査 

１歳６か月児 

健康診査 

３歳児 

健康診査 

Ｒ１ ４ ６ １８ 

Ｈ３０ ３ １０ １４ 

対比 １ －４ ４ 

キ 事業の経過 

     平成１５年度、埼玉県児童虐待予防ローラー作戦として実施 

平成１６年度、市の事業として開始 

ク まとめ 

     乳幼児健康診査未受診の家庭は虐待発生のリスクが高いため、家庭訪問

等により状況把握に努め、必要に応じて関係機関と連携し、対応すること

が重要である。 
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４ 相談事業 

（１）乳幼児相談 

ア 目的 

    保護者の育児に関する不安を軽減し、乳幼児の心身の発育・発達を支援

していく。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

ウ 対象 

     妊婦、就学前の乳幼児と保護者 

エ 対応者 

     助産師、看護師、保健師、歯科衛生士、栄養士、事務職員 

オ 内容 

     乳幼児相談 年１４回（健康福祉センター６回、公民館８回） 

      (新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1回中止) 

身体計測、個別相談（健康福祉センターでは育児・歯科・

母乳・栄養相談、公民館では育児・歯科・栄養相談を実施）   

カ 実績 

（ア）健康福祉センター                       単位：人 

区分 

      

 

年度 

  妊婦 乳幼児 

実人数 
延べ 

人数 

相談内容（延べ） 相談内容（延べ） 

育児 歯科 栄養 母乳 その他 育児 歯科 栄養 母乳 

Ｒ１ １３７ ２３０ ０ ０ ０ ０ ０ ７６ ３５ ５７ ２９ 

Ｈ３０ １９９ ３６２ ０ ０ ０ ０ ０ １４８ ５９ １００ ５０ 

対比 －６２ －１３２ ０ ０ ０ ０ ０ －７２ －２４ －４３ －２１ 

（イ）金子・西武・東藤沢公民館                単位：人 

区分 

 

 

 

年度 

  妊婦 乳幼児 

実人数 
延べ 

人数 

相談内容（延べ） 相談内容（延べ） 

育児 歯科 栄養 母乳 その他 育児 歯科 栄養 母乳 

Ｒ１ １５５ ２１２ ０ ０ ０ ０ ０ ６５ ３７ ５６ １６ 

Ｈ３０ １３１ ２４０ ０ ０ ０ ０ ０ ６６ ４２ ４６ ３９ 

対比 ２４ －２８ ０ ０ ０ ０ ０ －１ －５ １０ －２３ 
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キ 事業の経過 

      平成１８年度、健康福祉センター、市民会館、公民館（東町、金子、西武） 

             で実施 

      平成１９年度、健康福祉センター、男女共同参画推進センター、公民館（金

子、西武）で実施。また、健康福祉センターを利用する方

が増えたため、対象児を０歳から１歳未満と、１歳以上に

分離 

     平成２３年度、健康福祉センター、公民館（金子、西武）で実施 

     平成２４年度、健康福祉センター、公民館（金子、西武）で実施 

東藤沢公民館で２回試行 

     平成２５年度、健康福祉センター、公民館（金子、西武、東藤沢）で実施 

黒須公民館で２回試行 

     平成２６年度、健康福祉センター、公民館（金子、西武、東藤沢）で実施 

     平成２９年度、機構改革があり、地域保健課へ統合し新体制となる。健康

福祉課で実施していた事業の「健康相談」のうち、乳幼児

相談を未実施の公民館で『みんなの健康相談』として、乳

幼児相談も実施した。 

平成３０年度、事業の見直しにより『みんなの健康相談』は廃止。乳幼児

相談のみの体制に戻し、健康福祉センター、公民館（金子、

西武、東藤沢）で実施。 

ク まとめ 

     乳幼児相談の会場は、健康福祉センター、公民館等の各地域で実施する

ことにより身近な場所での相談が可能となっている。また、金子・西武・

東藤沢公民館では、同時開催で地域の子育て支援事業を行っている。 

 

（２）子ども相談室 

ア 目的 

児の発育・発達、保護者の育児不安等において支援が必要な方に対し、

個別に相談を行うことにより、親子がともに健やかな生活が送れるように支

援することを目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

ウ 対象 

専門的な相談を必要とする児と保護者 

エ 対応者 

心理相談員、言語聴覚士、保健師、精神保健福祉士 
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オ 内容 

年１２回 １人約５０分の予約制 

相談員が児の発達や育児、保護者の心配ごとに応じる。相談中は同室で保

健師・精神保健福祉士が児の保育をし、必要時、児の様子を観察する。 

カ 実績 

（ア）相談者数                 単位：人 

区分 

年度 
実人数 延べ人数 

Ｒ１ ４７ ４７ 

Ｈ３０ ４９ ４９ 

対比 －２ －２ 

（イ）主な相談内容（延べ）              単位：件 

区分 

年度 

子どもの 

言葉 

子どもの 

行動 

母の 

育児不安 

Ｒ１ ２９ １４ １４ 

Ｈ３０ ２９ ２３ １８ 

対比 ０ －９ －４ 

キ 事業の経過 

平成１３年度、子ども相談室事業を開始 

平成２５年度、年１０回実施 

平成２６年度、年１２回実施 

ク まとめ 

子どもの言葉や行動に関する相談が多い。随時相談や継続支援をしてい

る方への紹介に加えて、乳幼児健康診査当日にも必要な方へ利用を勧めてい

る。 

 

（３）発育発達相談 

ア 目的 

運動機能又は精神発達面に問題のある児を中心に専門的な相談、指導を

実施。また医療機関の紹介や療育の情報提供を行い乳幼児の健やかな発

育・発達を促す。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

発達障害者支援法 

入間市発育発達相談実施要領 



48 

 

ウ 対象 

運動や精神面の発達に心配があると思われる児 

エ 対応者 

     小児科医、心理相談員、言語聴覚士、保健師 

オ 内容 

     年１０回 １人約３５～４５分の予約制 

      保健師による計測と発達の確認、医師、心理相談員、言語聴覚士との 

個別相談 

カ 実績               単位：人 

       区分 

年度 
実人数 延べ人数 

Ｒ１ ２８ ３１ 

Ｈ３０ ２６ ３４ 

対比 ２ －３ 

キ 事業の経過 

平成１７年度、実施主体が狭山保健所から市へ移管され年７回実施 

平成２１年度、年１０回に実施回数を増加 

平成２９年１１月、相談の時間を７０分から４０分にし、相談枠を４件 

から９件に増加 

平成３０年度、４０分の相談時間で６件を８回 

６０分の相談時間で２件を２回、計１０回実施 

       令和元年度、３０分の相談時間で５件を５回 

４５分の相談時間で２件を５回(年度途中で３件に変更) 

計１０回実施 

ク まとめ 

平成３０年度に試行的に精神科医が担当する回を設け、学齢期以降の子

どもの発達相談にも対応したが３歳以下の幼児相談が大部分を占めたため、

令和元年度は小児科医が単独で対応する回と、小児科医に加え心理相談員

及び言語聴覚士が相談に対応する回を設けた。 

相談内容としては、言葉の遅れや行動の問題が多いため保護者の不安に

寄り添いながら、より専門的な指導が実施できた。 

 

（４）電話・窓口相談 

ア 目的 

妊産婦及び乳幼児の健康全般に関する相談を随時受け、育児不安の解消

に努める。 
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イ 根拠関連法令 

母子保健法 

ウ 対象 

妊産婦及び乳幼児、育児に関することなど全般の相談 

エ 対応者  

保健師、管理栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉士 

オ 内容 

妊産婦及び乳幼児の健康に関する相談に随時対応、受付時間は月曜日～土

曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

カ 実績                  単位：人 

区分

年度  
窓口 電話 合計 

Ｒ１ １４９ ８８９ １，０３８ 

Ｈ３０ １４５ ９８６ １，１３１ 

対比 ４ －９７ －９３ 

キ 事業の経過 

平成１５年度、健康福祉センター開館に伴い、土曜日も対応 

ク まとめ 

      妊娠期からの切れ目のない支援を引き続き実施していく。 

 

５ 健康教育事業 

（１）両親学級｢パパママクラス｣ 

ア 目的 

妊娠・出産・育児に伴う正しい知識の普及と情報を提供することにより、

妊婦が安心して出産や育児に取り組むことができるよう支援する。また、夫

も対象にすることで、父親の積極的な育児参加を促す。妊娠期から地域での

仲間づくりの場を提供し、出産後の子育ての孤立を防ぐ。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領 

ウ 対象 

妊娠５～７か月の妊婦と夫 

エ 対応者 

保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士、いるまファミリーサポートセ

ンター職員 
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オ 内容 

年６回 

１日目 妊娠中の過ごし方、母乳育児について、妊娠中の栄養 

２日目

（土曜日） 

実習（沐浴・ミルク作り、妊婦・育児体験等）・出産後の手続き・

制度について 

３日目 ママと子どもの口腔ケア、子育て情報、これからの育児 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３日目のみ１回中止 

カ 実績 

参加人数                          単位：人 

   区分 

年度 

妊婦 夫 合計 

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 

Ｒ１ ７９ １５３ ７１ １１３ １５０ ２６６ 

Ｈ３０ ７８ １７５ ７０ １１７ １４８ ２９２ 

対比 １ －２２ １ －４ ２ －２６ 

キ 事業の経過 

平成１５年度、初産婦を対象に、母親学級を３日間・１コースとして実施｡

その他、両親学級を２日間の実習（調理、沐浴、子育て講

話）で実施 

平成１６年度、両親学級の他に、パパ・ママ料理教室を実施 

平成１７年度、調理実習を両親学級に組み込み５日間の実施 

平成２０年度、ワーキングママパパクラス参加者が増加し、短期間開催の

要望が増えたため、３日間に短縮 

平成２２年度、バスの発着時間に合わせ学級の終了時間短縮・４日間実

施に変更 

平成２６年度、２日目に妊娠中の栄養の講話と調理実習の実施 

平成２７年度、調理実習をマタニティ・クッキングとして別事業に分離 

平成２８年度、カリキュラムの見直しを行い、実施日数を３日間に変更し、

終了時刻の１５分延長を実施 

平成３０年度、マタニティ・クッキングの廃止に伴い、３日目に試食を提

供 

令和元年度、試食を廃止し、１日目に妊娠中の栄養、３日目に子育て情報・

これからの育児に内容を変更 

ク まとめ 

夫の参加人数が年々増加している。土曜日開催の内容は、妊婦体験、調乳、

沐浴実習など、夫も体験できる内容になっており、夫の参加率の高さにつな
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がっていると思われる。また、３日間参加することにより妊婦同士の仲間づ

くりもできている。しかしながら、平日の参加者が少なく土曜日に参加者が

集中しやすいため、令和２年度は、平日と土曜日の２日間で１コースに変更

するよう実施内容を検討していく。 

 

（２）働くママのための両親学級 

ア 目的 

働いている方の妊娠・出産・育児に伴う制度の正しい知識の普及と情報提

供をすることにより、妊婦が安心して主体的に出産や育児に取り組むことが

でき、育児に生かせる仲間づくりの場を提供する。 

さらに、夫も対象にすることで、父親の積極的な育児参加を促し、仕事と育

児の両立を図れるよう支援する。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

     母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領 

ウ 対象 

     妊娠５～７か月の働いている妊婦と夫 

エ 対応者 

     保健師、助産師 

オ 内容 

     年６回（偶数月に実施）半日コース 

産休前の妊婦とその夫が参加しやすいよう土曜日の午前中に開催 

妊娠中の過ごし方、母乳育児について、保育サービスについて、実習（沐

浴、ミルク作り、妊婦・育児体験など） 

カ 実績 

実施状況                       単位：人 

      区分 

年度 
妊婦 夫 合計 

Ｒ１ ９９ ８４ １８３ 

Ｈ３０ ８７ ７６ １６３ 

対比 １２ ８ ２０ 

キ 事業の経過 

平成１８年６月、「ワーキングママパパクラス」として偶数月に実施 

平成２３年度、「働くママのための両親学級」に名称変更 

ク まとめ 

妊婦、夫ともに昨年度よりも参加人数が増加している。土曜日開催のため、
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夫と一緒に参加しやすい状況である。また、半日で学べるという理由から、

仕事を持たない妊婦の参加希望もある。土曜日開催の機会を増やせるよう令

和２年度は事業の見直しを行う。 

 

（３）食育教室「はじめての離乳食」 

ア 目的 

子どもの発達にあわせた離乳食の進め方、調理方法、与え方を学ぶ機会を

作り、正しい知識を身につけることで、保護者の不安の軽減を図る。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

食育基本法 

ウ 対象 

５か月～６か月の児（離乳食を始めるころ）と保護者 

エ 対応者 

栄養士、保健師 

オ 内容 

月１回 年１１回実施 １回約５０分の２部制 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１回中止) 

離乳食の基本的な作り方についての講話・実演、試食、個別相談 

カ 実績             

区分 

年度 
参加組数（組） 参加人数（人） 

Ｒ１ ２２１ ４７９ 

Ｈ３０ ２６３ ５６４ 

対比 －４２ －８５ 

キ 事業の経過 

平成２１年度まで、３か月児健康診査と同時開催 

平成２２年度、食育教室を開催 

「ごっくんクラス（５～６か月児）」と「もぐもぐクラス（７

～８か月児）」の２つの教室を実施 

平成２３年度、５～６か月児を対象とした教室に一本化 

平成２６年度、「はじめての離乳食」と「７か月からのもぐもぐ離乳食」

に分けて実施 

ク まとめ 

初めて調理する素材の種類や離乳食の与え方、量、食物アレルギーのこと

などを丁寧に伝え、離乳食に対する不安の軽減を図っている。平日開催であ
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りながら父の参加が多く、同じ月齢の児をもつ親子の交流の場にもなってい

る。また、保護者の個々の相談に対応しており、以降の食育教室や乳幼児相

談等のアナウンスによって、他事業の利用にもつながっている。 

 

（４）食育教室「７か月からのもぐもぐ離乳食」 

ア 目的 

子どもの発達にあわせた離乳食の進め方や調理方法、取り分け方を学ぶ機

会を作り、正しい知識を身につけることで、保護者の不安の軽減を図る。   

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

食育基本法 

ウ 対象 

７か月～８か月の児（２回食ごろ）と保護者 

エ 対応者 

栄養士、保健師 

オ 内容 

月１回 年１１回実施 １回約５０分の１部制 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１回中止) 

取り分け離乳食の進め方についての講話、試食、個別相談 

カ 実績 

区分 

年度 
参加組数（組） 参加人数（人） 

Ｒ１ １４１ ３０４ 

Ｈ３０ １８６ ４００ 

対比 －４５ －９６ 

キ 事業の経過 

平成２１年度まで、３か月児健康診査と同時開催 

平成２２年度、食育教室を開催 

「ごっくんクラス（５～６か月児）」と「もぐもぐクラス（７

～８か月児）」の２つの教室を実施 

平成２３年度、５～６か月児を対象とした教室に一本化 

平成２６年度、「はじめての離乳食」と「７か月からのもぐもぐ離乳食」

に分けて実施 

平成３０年度、２部制であった「７か月からのもぐもぐ離乳食」の見直し

により、同日前半の回で「９か月のかみかみ離乳食」を実

施、後半の回で「７か月からのもぐもぐ離乳食」を実施 
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ク まとめ 

２回食について試食や実演を交えて具体的に説明を行い、子どもの発達に

合わせた個別の相談にも対応している。 

１部制になり、参加組数・人数ともに減少傾向であり、今後、事業の周知

等について検討していく必要がある。 

 

（５）食育教室「９か月のかみかみ離乳食」 

ア 目的 

子どもの発達にあわせた離乳食の進め方や調理方法、取り分け方を学ぶ機

会を作り、正しい知識を身につけることで、保護者の不安の軽減を図る。   

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

食育基本法 

ウ 対象 

９か月～１０か月の児（３回食ごろ）と保護者 

エ 対応者 

栄養士、保健師 

オ 内容 

月１回 年１１回実施 １回約５０分の１部制 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１回中止) 

３回食の進め方（手づかみ食べ、貧血予防など）の講話、試食、個別相談 

カ 実績 

区分 

年度 
参加組数（組） 参加人数（人） 

Ｒ１ １２５ ２６０ 

Ｈ３０ １８６ ３９４ 

対比 －６１ －１３４ 

キ 事業の経過 

平成３０年度、２部制であった「７か月からのもぐもぐ離乳食」の見直し

により、同日前半の回で「９か月のかみかみ離乳食」を実施。 

ク まとめ 

   ３回食へスムーズに移行できるよう、離乳を進める過程で抱える課題に

対して支援を行っている。本事業対象月齢頃から大きくなる傾向にある離

乳食進行度の個人差について、個々の相談に対応することで、保護者の不

安の軽減を図っている。 
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（６）食育教室「離乳食の話」in ほっとルーム（西武公民館） 

  ア 目的 

     子どもの発達に合わせた離乳食の進め方や調理方法、取り分け方を学ぶ機

会を作り、正しい知識を身につけることで、保護者の不安の軽減を図る。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

     食育基本法 

ウ 対象 

     生後４か月～１歳ごろの児と保護者 

エ 対応者 

     栄養士、保健師 

オ 内容 

年２回実施（６月、１１月）(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

１回中止) 

月齢に応じた離乳食（作り方、進め方など）の講話、試食、個別相談 

カ 実績 

   区分 

年度    
参加組数（組） 参加人数（人） 

Ｒ１ １６ ３４ 

  キ 事業の経過 

     令和元年度、事業の開始 

ク まとめ 

    地区公民館を会場に、子育て支援事業との同時開催で事業を実施することで、

子育て世代が気軽に参加できる事業となった。月齢に応じた離乳食について試

食を交えながら説明を行う他、子どもの発達に合わせた個別の相談に対応する

ことで保護者の不安の軽減を図っている。 

 

（７）おいしくたべよう０１２さい 

ア 目的 

子どもの望ましい食習慣を育んでいくために、児童センターに集まった親

子を対象に、食に関する情報、知識の普及・啓発を図る。   

イ 根拠・関連法令  

母子保健法 

食育基本法 

ウ 対象 

児童センターに集まった親子 
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エ 対応者 

栄養士、児童センター職員 

オ 内容 

月１回（８月を除く）、年１０回実施 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１回中止) 

野菜の歌の手遊び、野菜等の紹介（野菜の栄養価、調理工夫等）、調理見

本を示しながらレシピの紹介、資料配布 

カ 実績           単位：人 

区分 

年度 
参加人数 

Ｒ１ ３２１ 

Ｈ３０ ３５９ 

対比 －３８ 

キ 事業の経過 

平成１７年度、事業の開始 

平成２４年度、親子支援課へ管理栄養士が配属されたことによって、親

子支援課の事業として実施 

平成２９年度、地域保健課の事業として実施 

ク まとめ  

児童センターの事業「みんなであそぼう０１２さい」実施前の短時間で、

親子が野菜に親しみ、食に対する興味関心を高める機会となっている。参加

者は微減傾向であるが、乳幼児相談等のアナウンスにより他事業にもつなが

っている。今後の動向を見ながら、事業の周知等、検討していく必要がある。 

 

（８）赤ちゃんサロン～おやこでおでかけ～ 

ア 目的 

      子育ての孤立を防止するため、地域で支え合いながら子育てができるよう、

同じ月齢の赤ちゃんを持つ親同士で、子育て仲間のネットワークづくりの推

進を図る。 

イ 根拠法令・関連法令 

母子保健法 

ウ 対象 

おおむね１～３か月児とその保護者 

エ 対応者 

     保健師 
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オ 内容 

年３０回 各地区公民館で実施 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２回中止) 

      親子のふれあい遊び、子育て支援センターの案内、フリートーク 

カ 実績           単位：人  

     区分      

年度  
参加人数 

Ｒ１ １７３ 

キ 事業の経過 

平成１５年度以降、広報等で募集を行う自由参加型に変更 

（旧保健センター時は両親学級卒業生と３か月児健診

における希望者（第１子）のみに案内） 

      平成２９年度、地域の子育て支援センター、保育所等の利用が増加し、赤

ちゃんサロンの利用者が年々減少したため、事業終了 

      令和元年度、対象児を１～３か月児に変更し、各地区公民館で事業を再開 

ク まとめ 

       地域に身近な公民館で開催することにより、多くの母子が来所しやすくな

った。対象以外の月齢からのニーズが多かったため、次年度は対象月齢の見

直しが必要。 

 

（９）９～１０か月育児学級 

ア 目的  

心身の成長・発達の節目である生後９か月の時期に合わせた健康教育を行

うことで子どもの健康の保持増進及び育児不安の軽減を図る。 

イ 根拠法令 

      母子保健法 

ウ 対象 

     おおむね９～１０か月児と保護者 

エ 対応者 

      保健師、歯科衛生士、栄養士、看護師 

 

オ 内容 

年６回実施 

       計測、集団指導（歯みがき指導、食育、発育発達、事故予防、生活リズム） 
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カ 実績           単位：人 

区分 

年度 
参加人数（児） 

Ｒ１ ２３２ 

Ｈ３０ ２７５ 

対比 －４３ 

キ 事業の経過 

      平成１６年度、午後の時間帯に実施 

       平成１８年度、午前の時間帯に変更 

       平成２０年度、事故予防ルームを開設 

平成２２年度、媒体や掲示による工夫をして視覚的な指導に変更 

平成３０年度、年６回実施、対象者を８～９か月に変更、保護者を対象に

健康増進目的で簡易血管年齢測定を開始 

令和元年度、対象者を９～１０か月に変更 

ク まとめ 

      ３～４か月児健康診査で日程表を配布し、事業の周知を行った。集団指導

の際に個別の質問にも対応でき、児の成長に合った相談の場となっている。

今後も個別相談ができる環境を整えていく必要がある。 

 

（１０）２歳児歯科健診 

ア 目的 

むし歯のり患率が急激に高くなるこの時期に、正しい仕上げ磨きの方法や

習慣等を支援する。また、この時期にあわせた発育発達の相談ができる機会

とし、親子がすこやかに成長できるよう支援を行う。 

イ 根拠・関連法令 

歯科口腔保健の推進に関する法律 

母子保健法 

母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領 

入間市歯と口腔の健康づくり推進条例 

ウ 対象 

おおむね２歳３～４か月児 

エ 対応者 

歯科医師、保健師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士、事務職員 

オ 内容 

      年１１回（対象者へ案内通知を送付） 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1回中止) 
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歯科集団指導、歯科健診、フッ素塗布、身体計測、保健指導 

カ 実績  

（ア）受診状況                単位：人 

 

 

 

                                                                         

 

 

（イ）歯科健康診査実施状況                     単位：人 

区分 

 

年度 

むし歯の総数（本） 歯の状況 

 未処置歯 処置歯 

むし歯のない児 むし歯のある児 

O１型 O2 型 不 詳 A 型 Ｂ型 Ｃ型 不詳 

Ｒ１ ６８ ６３ ５ ７６９ ４２ ０ １９ ０ １ ０ 

Ｈ３０ １１８ ６４ ５４ ８５４ ４５ ０ １９ ３ ３ ０ 

対比 －５０ －１ －４９ －８５ －３ ０ ０ －３ －２ ０ 

キ 事業の経過 

平成２８年度、事業の開始 

ク まとめ 

むし歯にかかりやすい２歳の時期に歯科医師による歯科健診やむし歯予

防に効果的なフッ素塗布、生活・食習慣の見直し、正しい仕上げ磨きの方法

について実践を交えた説明を行っている。３歳児健康診査の歯科健診結果の

改善にも繋がっている。 

また、発育発達の相談に保健師が個々に応じ、指導を行うことで総合的な

育児支援の場となっている。 

 

（１１）すくすく教室 

ア 目的 

言葉が遅いなどの言語や行動・心理面で気がかりな乳幼児とその保護者に

対し、遊びを通した関わりの中で乳幼児の発育・発達を経過観察し、その乳

幼児に合った育児ができるよう支援する。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

発達障害者支援法 

ウ 対象 

乳幼児健康診査、乳幼児相談などで、言葉の遅れや対人面・心理面などで

区分 

年度 
対象者 受診者 受診率（％） 

Ｒ１ ９５２ ８３１ ８７．２９ 

Ｈ３０ １，０２６ ９２４ ９０．０６ 

対比 －７４ －９３ －２．７７ 
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の特別な育児支援が必要であると思われる乳幼児と保護者 

エ 対応者 

心理相談員、言語聴覚士、保育士、家庭児童相談員、保健師 

オ 内容 

月１～２回 年２０回 

 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２回中止) 

親子遊び（感覚遊び、運動等）、おやつ、母子分離（児は保育、母はグル

ープ相談） 

カ 実績        単位：人（児のみ） 

  区分年

度 
実人数 延べ人数 

Ｒ１ ２４ １１４ 

Ｈ３０ ４３ ２２３ 

対比 －１９ －１０９ 

キ 事業の経過 

      平成元年度、事業の開始 

平成３年度、心理相談員を配置 

     平成１８年度、言語聴覚士と心理相談員が交互に指導 

ク まとめ 

前年度より利用者数が減少している背景として、地区担当保健師が訪問等

で児の観察を行い地区担当内のカンファレンスで検討することにより、担当

のみの判断ではなく必要なケースが適切に事業の利用につながったと考え

られる。 

その結果、終了時にアセスメントや方針決定が的確になされ、必要なケー

スが療育につながるようになっている。 

 

（１２）かるがもルーム 

ア 目的 

子育ての悩みがある母親に対し、親子遊びや話し合いを通して、健やかな

母子関係作りを図れるように支援する。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

ウ 対象 

育児不安があり、親子関係の構築において支援が必要と思われる親子 

エ 対応者 

心理相談員、保育士、家庭児童相談員、保健師 
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オ 内容 

月１～２回 年１４回 

親子遊び、おやつ、母子分離（児は保育、母はグループ相談） 

カ 実績            単位：人（親と児） 

区分 

年度 
実人数 延べ人数 

Ｒ１ ２５ ９１ 

Ｈ３０ ３１ １６９ 

対比 －６ －７８ 

キ 事業の経過 

平成１５年度より実施。実施回数１１回 

平成２２年度以降、実施回数１８回 

平成２７年度以降、実施回数１６回 

ク まとめ 

乳幼児健康診査や乳幼児相談、家庭訪問等から対象となる親子にかるが

もルームへの参加を促している。しかし、参加につながりにくく、参加して

も欠席率が高いことが課題であった。教室の目的と参加者の目的を明確にし、

参加率の向上、保護者の悩みの軽減につなげるため、教室の見直しを行った。

令和２年１月より、４回１コース講義形式へ変更し、プレ実施を開始した。

令和２年度も引き続き４回１コースを実施し、内容の検討・評価をしていく。 

 

（１３）多胎児支援事業｢ふたご・みつごの会｣ 

ア 目的 

多胎児の育児における不安や悩みを解消できるよう支援する。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

ウ 対象 

妊婦、０歳・１歳の双子・三つ子とその家族 

エ 対応者 

保育士、保健師、いるまファミリーサポートセンター職員 

オ 内容 

年２回（６月、１０月に開催） 

父母のフリートーク、保育、手遊び 
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カ 実績                        単位：人 

    区分 

年度 
実施回数（回） 

参加延べ人数 

妊婦 親 子ども 

Ｒ１ ２ ４ ２２ ３４ 

Ｈ３０ ２ ２ １８ ２６ 

対比 ０ ２ ４ ８ 

キ 事業の経過 

平成１７年度、実施回数１回 

平成１８年度以降、実施回数２回 

平成２１年度、実施回数４回（うち２回は２～３歳児） 

平成２２年度以降、実施回数２回 

ク まとめ 

妊婦や多胎児親子の交流の場となっており、本事業に参加した妊婦や親が

自主サークルに加入し交流を継続している。父親の参加が増え、フリートー

クの中での活発な意見や情報の交換が行われ、多胎児の育児における不安や

悩みの共有・解消の手がかりを得られる機会となっている。 

 

６ 家庭訪問事業 

（１）妊産婦訪問指導 

ア 目的 

      妊産婦の健康の保持増進のため家庭訪問により必要な保健指導を行う。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

入間市新生児・妊産婦訪問指導実施要領 

ウ 対象  

妊産婦 

エ 対応者  

助産師、保健師 

オ 内容  

情報提供や相談、保健指導 
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カ 実績 

実施状況                          単位：人 

    区分 

年度 

妊婦 産婦 合計 

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 

Ｒ１ ４４ ８０ ９４４ １,０８６ ９８８ １,１６６ 

Ｈ３０ ４０ ７６ ９４１ １,１５８ ９８１ １,２３４ 

対比 ４ ４ ３ －７２ ７ －６８ 

キ 事業の経過  

平成９年度、事業の開始 

ク まとめ 

新生児訪問とこんにちは赤ちゃん事業の実施により、産婦訪問がほぼ全員

に実施できている。出生数の減少により、訪問人数は平成３０年度より減少

しているが、平成２９年度から子育て世代包括支援センターの設置によって、

妊娠期から子育て期の切れ目ない支援を行っている。 

 

（２）未熟児訪問指導 

ア 目的  

未熟児は、生理的に発達が十分でなく疾病にもかかりやすいため、疾病の

早期発見に努め、必要に応じて保健指導を行い、未熟児の健やかな成長を支

援する。  

イ 根拠・関連法令  

母子保健法 

入間市未熟児養育医療指導実施要領 

ウ 対象  

（ア）未熟児養育医療を利用する未熟児と親 

（イ）上記に準ずる未熟児と親 

エ 対応者  

助産師、保健師 

オ 内容  

児の発育発達状況の把握、保護者への情報提供や相談、保健指導 
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カ 実績 

（ア）実施状況                     単位：人 

   

 

 

 

 

（イ）出生の体重（各年度出生児数）                 単位：人 

  出生体重（g） 

年度 

 

〜９９９ 

１，０００ 

〜１，４９９ 

１，５００ 

〜１，９９９ 

２，０００ 

〜２，４９９ 

２，５００ 

 〜 
計 

Ｒ１ ２ ４ ９ ７ ７ ２９ 

Ｈ３０ ４ ６ １２ ９ ９ ４０ 

対比 －２ －２ －３ －２ －２ －１１ 

キ 事業の経過  

平成１９年度、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」によ

り未熟児訪問指導事務の移譲 

ク まとめ 

未熟児は入院期間が長くなるため、個々の状態に合わせ、支援を実施した。 

 

（３）新生児訪問指導 

ア 目的  

新生児は外界に対する適応能力及び感染に対する抵抗力が弱いため、養育

上必要な保健指導を行い、新生児の発育、栄養、環境、疾病予防に留意し適

切な支援をする。 

イ 根拠・関連法令  

母子保健法 

入間市新生児・妊産婦訪問指導実施要領 

ウ 対象  

新生児、乳児 

エ 対応者  

助産師、保健師 

オ 内容  

家庭訪問による新生児の健康状態の観察（体重測定含む）と保護者に対す

る指導、予防接種の案内と母子保健事業の紹介 

     区分 

 年度 
実人数 延べ人数 

Ｒ１ ２９ ３１ 

Ｈ３０ ４０ ５２ 

対比 －１１ －２１ 
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カ 実績 

実施状況             単位：人   

区 分

年度 
実件数 延べ件数 

Ｒ１ ７２１ ７３５ 

Ｈ３０ ７３４ ８１４ 

対比 －１３ －７９ 

キ 事業の経過  

平成９年度、事業開始 

平成２３年度、出生連絡票の提出がない方へ電話連絡を開始 

ク まとめ 

出生数の減少により、訪問件数は減少しているが、平成２９年度から子育

て世代包括支援センターの設置にともない、産後うつ病質問票（EPDS）等

のアンケートを実施し、産後早期からの支援を行っている。 

 

（４）こんにちは赤ちゃん事業 

ア 目的   

新生児訪問を利用されなかった方（生後４か月までの乳児）を対象に、子

育て支援の情報提供、支援が必要な家庭に対して適切なサービスの提供に結

びつける。 

イ 根拠・関連法令  

児童福祉法 

子ども・子育て支援法 

社会福祉法 

入間市第二次次世代育成支援行動計画 

入間市こんにちは赤ちゃん事業実施要領 

ウ 対象 

新生児訪問利用を除く、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭 

エ 対応者 

助産師、保健師、看護師 

オ 内容  

家庭訪問による養育環境の確認 

母子保健事業の紹介 

 

 



66 

 

カ 実績 

実施状況              単位：人 

区 分

年度 
実件数 延べ件数 

Ｒ１ １３６ １４８ 

Ｈ３０ １２２ １４１ 

対比 １４ ７ 

キ 事業の経過  

   平成１９年度、事業開始 

平成２０年３月、保健師が試行的に実施 

平成２０年度、保健師の他、母子保健推進員を委嘱し訪問を依頼 

平成２２年度、保健師、助産師の専門職のみで実施 

平成２３年度、出生連絡票の提出のない方への電話連絡開始 

ク まとめ  

     今後も新生児訪問や、こんにちは赤ちゃん事業の周知を積極的に行い、出

生後早期の訪問に努めていく。 

 

（５）乳幼児等訪問指導 

ア 目的 

乳幼児とその保護者の健康保持増進のため随時家庭訪問し保健指導を行う。 

イ 根拠・関連法令  

母子保健法 

ウ 対象  

乳幼児等とその保護者 

エ 対応者  

保健師 

オ 内容  

児の発育発達状況の把握、保護者への情報提供や相談、保健指導 
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カ 実績 

実施状況                    単位：人 

区分 

年度 

乳幼児等 

実件数 延べ件数 

Ｒ１ ２３０ ３６３ 

Ｈ３０ ２５１ ４７４ 

対比 －２１ －１１１ 

 

キ 事業の経過  

        平成９年度、乳幼児等訪問指導実施に伴い、母子保健事業が市町村に一元

化。基本的なサービスを市町村が一貫して行うようになった

ため乳幼児健康診査実施後の事後指導として家庭訪問や保護

者の育児不安に対応 

ク まとめ 

出生数の減少により、訪問件数は減少しているが、健診後のフォローや育

児不安に対応している。 

 

（６）乳幼児の転入者家庭訪問事業 

ア 目的 

入間市に転入した乳幼児とその保護者に家庭訪問を行なうことで、子育ての孤 

立化予防と乳幼児の虐待予防を図る。 

イ 根拠・関連法令  

母子保健法、児童虐待防止法 

ウ 対象  

入間市に転入した 4 歳未満の乳幼児のいる家庭 

エ 対応者  

保健師 

オ 内容  

転入の翌月に、予防接種予診票と子育て支援情報を持参し家庭訪問をする。

乳幼児健診や予防接種状況を確認し、情報提供や個別支援につなげる。 
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カ 実績 

実施状況           単位：人 

区分 

年度 
延べ件数 

Ｒ１ ３５０ 

キ 事業の経過  

        平成３０年度、２月・３月に試行期間として実施 

令和元年度、事業開始 

ク まとめ 

転入者は慣れない地域での生活から不安も多く、虐待リスクが高い。また、

前居住地の市町村から継続支援依頼を受けることも多く、継続的な支援につ

なげることができている。 

 

７ 地域活動推進事業 

（１）母子愛育会活動 

ア 目的 

地域住民の健康づくりを推進する母子愛育班と協働し、地域の健康増進に

つなげる。 

イ 根拠・関連法令 

母子保健法 

     母子保健地域組織育成事業について（平成７年４月３日児母第１９号地域

母子保健事業の実施について１（２）） 

ウ 対応者 

     母子愛育班員、保健師 

エ 内容 

（ア） 委託事業 

       ａ 母子保健事業の協力：乳幼児相談、ＢＣＧ、両親学級、働くママの

ための両親学級、９～１０か月育児学級、食

育教室、２歳児歯科健診 

ｂ 子育て支援事業：地域で親子のふれ合う機会をつくり、母子の健康

と福祉の向上を図る。 

ｃ 育児体験事業：中学生に育児体験を提供することで、母性・父性を

培うとともに、命の大切さを学び豊かな人間性を育

むことを支援する。 

ｄ 三世代交流事業：高齢者と児童を含む地域住民の交流を通して、活

力あふれる健全な地域づくりを推進する。 
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ｅ 声かけ訪問事業：近隣の乳幼児から高齢者の方までに声をかけ、健

康課題の発見や健康づくりを支援する。 

   （イ）その他 

    定例会での保健師セミナー 

オ 実績 

（ア）実施状況：令和元年度 

事業名 会場 内容 回数／参加者／本部・理事・班員 

乳幼児相談 公民館 

受付、 

資料や体温

計配布、 

妊婦体験コ

ーナー等 

 ８回／１３７人／１６人 

ＢＣＧ 

 

健康福祉

センター 

 

１１回／７５９人／２２人 

両親学級 ５回／２６人／１０人 

働くママのための両親学級   ６回／１７７人／１２人 

９～１０か月育児学級 ６回／２３２人／１２人 

食育教室 ２２回／４６９人／４４人 

２歳児歯科健診 １１回／８３３人／２２人 

子育て支援事業 

公民館・ 

健康福祉

センター 

親子遊びの紹

介、地域の親

子同士や愛育

班員との交流

等 

５９回／１,２０３人 

／４９３人 

青少年育成事業 中学校 沐浴体験等 ３校／３６１人／１３８人 

三世代交流事業 公民館 
三世代の交流

の場を作る 
５回／７４３人／８４人 

声かけ訪問事業 各地区 

近隣の妊婦、

子育て中の親

への声かけ 

２０３件 

（イ）実施状況：平成３０年度 

事業名 会場 内容 回数／参加者／本部・理事・班員 

乳幼児相談 公民館  

 

受付 

資料や体温

計配布 

妊婦体験コ

９回／６０２人／２７人 

ＢＣＧ 
 

健康福祉

センター 

 

１２回／９１７人／２４人 

両親学級  ６回／２５７人／１２人 

働くママのための両親学級  ６回／１４０人／１２人 

９か月育児学級 ６回／２７５人／１２人 
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食育教室 ーナー等 ２４回／６４２人／７２人 

子育て支援事業 公民館 

親子遊びの紹

介、地域の親

子同士や愛育

班員との交流

等 

６７回／１,５２９人／５８６人 

青少年育成事業 中学校 沐浴体験等 ４校／４８６人／２００人 

三世代交流事業 

公民館・ 

健康福祉

センター 

三世代の交流

の場を作る 

６回／１,５２９人 

      ／５８６人 

声かけ訪問事業 各地区 

近隣の妊婦、

子育て中の親

への声かけ 

７７件 

 

（ウ）班員数                        単位：人 

    年度 

支部名 
Ｒ１ Ｈ３０ 対比 

本部 ４ ３ １ 

豊岡第一 １１ １３ －２ 

豊岡第二 ２６ ２５ １ 

東金子 ２６ ２６ ０ 

金子 ３２ ３１ １ 

宮寺 ３２ ３１ １ 

二本木 ８ ８ ０ 

藤沢 ２０ ２０ ０ 

東藤沢 ２０ ２０ ０ 

小谷田１丁目 ７ ８ －１ 

西武 １３ １４ －１ 

合計 １９９ １９９ ０ 

カ 事業の経過 

昭和１５年、金子村が愛育村に指定を受け愛育班活動が開始 

昭和３０年代後半、宮寺・東金子・藤沢・角栄・角栄西が活動開始 

昭和４２年、西武が活動開始 

昭和４３年、７地区が統合し、入間市母子愛育会が設立 

後に、豊岡第一・豊岡第二・二本木も活動開始 



71 

 

平成１４年、小谷田１丁目が活動開始 

平成２５年、東藤沢東部・東藤沢西部が合併、東藤沢支部として活動 

平成２８年、西武支部が活動再開 

キ まとめ 

支部ごとの活動に創意工夫が見られ、母子の交流のみならず、祖父母世代

を加えた三世代交流会なども好評を博している。青少年育成事業については

毎年行って欲しい等の各校からの声もあり、検討する必要がある。 

 

８ 団体育成事業 

（１）地域の育児サークル   

ア 目的 

子育て中の親が、仲間と集まり情報交換などをすることで、育児の不安を

解消し孤立を防ぐ。 

イ 根拠・関連法令 

     母子保健法 

ウ 対象 

     市内在住の４歳未満（年少児以下）の児をもつ親子 

エ 対応者 

職員 

オ 内容 

プレイルームの貸出し（予約制）１日５枠 １枠１時間３０分 

     転入者など希望者へ既存の育児サークルの紹介 

カ 実績 

プレイルームの貸出し状況           単位：人 

   区分 

年度 

登録サークル数 

（団体） 
延べ利用者数 

Ｒ１ ３１ ２，６００ 

Ｈ３０ ２４ ２，９００ 

対比 ７ －３００ 

キ 事業の経過 

     平成１５年度、プレイルームの貸出しを開始 

平成１７年度、利用者の増加に伴い１日４枠から５枠に増やす 

平成２２年度、サークル登録の対象年齢を就学前に変更 

     平成２３年度、サークル登録の対象年齢を年長児以下に変更 

     平成２４年度、サークル登録の対象年齢を年中児以下に変更 

     平成２５年度、サークル登録の対象年齢を年少児以下に変更 
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ク まとめ 

身近な地域の子育て支援センターの利用が高まっており、プレイルームの

貸し出し数は年々減少傾向である。 


